
令和７年度 田辺小学校ＰＴＡ会則 改定版 
 

   第１章 総則 

 

（名称及び事務局） 

第１条 本会は、京都府京田辺市立田辺小学校ＰＴＡといい、事務局を田辺小学校（以下「本校」とい

う。）内に置く。 

 

（会則及び規定） 

第２条 本会の運営は、会則及び別に定める規定による。 

 

（目的） 

第３条 本会は、会員相互の学習と親睦を深め、学校と家庭が一体となって相互理解を深めるとともに、 

    学区内に明るい教育環境をつくり、すべての児童の福祉を増進し、あわせて学校教育及び家

庭教育の振興に努めることを目的とする。 

 

（活動方針） 

第４条 本会の目的を達成するために、次に掲げる方針によって会務を遂行する。 

 （１）教育を本旨とする社会教育関係団体として活動する。 

 （２）学校の管理運営又は教職員の人事については干渉しない。 

 （３）営利的活動、宗教的活動及び政治的活動に関与しない。 

 （４）自主的な運営を行い、他の団体等からの支配や干渉を受けない。 

 

（事業） 

第５条 本会の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。 

 （１）明るく生き生きとした学校づくりに会員すべて力を合わせ、児童の福祉増進に努めること。 

 （２）家庭生活の改善や、よりよい社会をつくることに努力すること。 

 （３）会員相互の学習と親睦を図ること。 

 （４）その他、目的を達成するために必要なこと。 

２ 事業年度は、毎年４月 1日から３月３１日までとする。 

 

（地域制） 

第６条 本会の運営上、「河原」、「新田辺東」、「新田辺西」、「北田辺」、「南田辺」及び「興戸」の６地

域を設ける。 

 

   第２章 会員 

 

（資格） 

第７条 本会の会員は、本校に在籍する児童の父母（又はこれに代わる保護者）及び本校に勤務する

教職員とする。 

 

（権利義務） 

第８条 会員は、会則により、本会の役員や委員に就任すること、その選出をすること、総会に出席

して動議を提出すること及び賛否を表明することができる。また参集による審議の他、書面

又はさくら連絡網等の電子的手段を用いた書面による議決に参加することができる。 

第９条  

２  会員は、本会の目的を達成するために協力し、第２０条に定める会費を納めなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 



 第３章 役員 

 

（役職等） 

第９条 本会に、次に掲げる職及び定数の役員を置く。 

 （１）会長   １名 

 （２）副会長  ３名 

 （３）庶務   １名 

 （４）会計   １名 

 （５）会計監査 ２名 

２ 前項に掲げた役員とは別に、校務分掌により教職員が庶務に当たる。 

３ 市Ｐ等の会長当番年度においては、副会長を１名増員し、会計監査を１名減員することができる。 

  なお、その場合、会長は、別に、会計監査として前年度役員の中から１名を委嘱しなければなら

ない。 

 

（選出） 

第１０条 会長、副会長、庶務、会計及び会計監査は、別に定める選挙規定により選出する。 

 

（就任及び任期） 

第１１条 新役員は、４月１日に就任する。 

２ 役員の任期は、１年とする。ただし、再任を妨げない。 

３ 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

４ 会長は、３期にわたり就任することができない。 

 

（任務） 

第１２条 会長は、本会を代表し、会務を執行する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその代行をする。 

３ 庶務は、主要な会合の内容を記録し、本会の庶務を行う。 

４ 会計は、すべての収支の記録と領収書を保管し、年度末に監査を受けて決算報告を行う。 

５ 会計監査は、必要に応じて経理帳票が適正であるか否かを独立して監査し、その結果を総会にお

いて報告する。 

 

（顧問） 

第１３条 本会に常任顧問を置き、顧問を置くことができる。 

２ 常任顧問は、校長及び教頭とし、顧問は、会長が歴代会長の中から必要に応じて委嘱する。 

３ 常任顧問は、本会の運営についての協議に加わり、顧問は、必要に応じて本会の運営に加わる。 

 

   第４章 地域委員、専門 地域指導部及び委員会 

（委員） 

第１４条 本会に、地域委員、学級委員及び専門部委員を置く。 

２ 地域委員及び学級委員の選出方法及び定数は、選挙規定による。 

３ 専門部委員は、地域委員及び学級委員が兼任する。 

４ 地域委員と学級委員を兼任することはできない。 

 

（専門 地域指導部） 

第１５条 本会に、次に掲げる専門部を置く。 

 （１）ベルマーク部    １年 

 （２）保健給食部     ２年 

 （３）文化部       ３年 

 （４）体育部       ４年 

 （５）広報部       ５年 

 （６）教養部       ６年 

 （７）くすの木学級教育部 くすの木学級 

 （１）地域指導部 

 

 



２ 前項第１号から第７号までに掲げる各専門部については、それぞれ前項各号の右に掲げる学年等

の学級委員及び教職員をもって構成し、各部長は学年委員長が兼務する。 

３ 地域指導部は、地域委員及び教職員をもって構成し、部長は各地域委員長の中から互選により選

出する。 

 

 

（常に置く委員会） 

第１５条の２ 本会に、次に掲げる委員会を置く。 

 （１）運営委員会 

 （２）学年（学級）委員会 

 （２）地域委員会 

 （４）専門部委員会 

 （３）選挙管理委員会 

２ 運営委員会は、会計監査を除く役員（庶務となった教職員を含む。）、地域委員長、学年委員長及

び常任顧問をもって構成する。ただし、同一年度において、同一家庭の複数の会員が構成員とな

らないようにする。 

３ 委員会の委員長は、次に掲げる方法により選出する。 

 （１）運営委員会については、会長が委員長となる。 

 （２）学年（学級）委員会及び地域委員会については、委員の互選による。 

 （３）専門部委員会については、各部長が委員長となる。 

 （３）選挙管理委員会については、選挙規定による。 

 

（臨時に置く委員会） 

第１５条の３ 本会に、次に掲げる委員会を置くことができる。 

 （１）特別委員会 

 （２）総委員会 

２ 特別委員会は、運営委員会の承認を得て、特定のことを検討、協議するため臨時に置くこととし、    

役員、顧問及び第１４条に定める委員の中から数名をもって構成し、委員長は委員の互選により

選出する。 

  なお、当該目的を達成し、任務を完了したときは、特別な手続を必要とすることなく解散する。 

３ 総委員会は、総会を開催するいとまのないときに、総会に代わる議決機関として開催するもので、   

役員、顧問及び第１４条に定める委員 地域委員をもって構成し、委員長は会長とする。 

  総委員会の開催は、参集による審議の他、さくら連絡網等の電子的手段を用いた書面による審議

及び議決によって行うことができる。 

 

（常に置く委員会の任務等） 

第１６条 運営委員会は、各委員会 地域委員会の事業計画及び運営並びに本会運営の全般について検

討審議して実行に移すが、その決定は出席者の多数決による。 

２ 専門部委員会は、委員長が会長の承認を得て委員を召集し、各専門部の会務を計画し、運営委員

会の承認を受けてその事業を実行する。 

３ 選挙管理委員会は、選挙規定により運営する。 

 

   第５章 総会 

 

（総会） 

第１７条 総会は、本会の最高議決機関で、原則として年２回開く。ただし、必要に応じて臨時総会

を開くことができる。また、参集の他、書面又はさくら連絡網等の電子的手段を用いた書

面による議決により実施可能とする。 

２ 総会は、書面又はさくら連絡網等の電子的手段を用いた書面による議決等でも成立するものとし、

議決に参加した会員の３分の１以上の出席又は回答をもって成立する。ただし、委任状をもって

出席に代えることができる。 

３ 同一家庭で複数の会員のうち１人が出席した場合は、当該家庭の会員全員が出席したものとみな

す。 

４ 白紙委任状や無回答の場合は、会長に委任されたものとみなす。 

５ 総会の議決は、会則の改正を除き、出席者の多数決による。また、書面又はさくら連絡網等の電



子的手段を用いた書面による議決の場合も多数決（最多得票）で決定する。 

６ 会則の改正は、総会の当日までに改正内容の要点を会員に通知し、出席者の３分の２以上の賛成

を必要とする。また書面又はさくら連絡網等の電子的手段を用いた書面による議決の場合も回答

者の３分の２以上の賛成を必要とする。 

 

７ 総会に付議する事項は、次に掲げる事項とするとともに、会員に対して、開催に先立ち、さくら

連絡網等の電子的手段等を用いその日時、場所及び議題、議決方法（回答期限を含む）を通知し

なければならない。 

 （１）報告事項 

   ア 役員及び各委員 地域委員の選出の結果 

   イ 第１８条により総委員会が議決した事項 

   ウ その他、重要な事項 

  

（２）議決事項 

   ア 会則の改正 

   イ 事業並びに予算及び決算に関する事項 

   ウ その他、重要な事項 

 

（総委員会による議決） 

第１８条 総会を開催するいとまのない緊急を要する事項については、第１５条の３第１項第２号に

定める総委員会を開催し、協議することができる。 

２ 総委員会は、参集又は書面、さくら連絡網等の電子的手段を用いた書面により総委員会を構成す

る者の２分の 1 以上の出席又は回答をもって成立する。ただし、委任状をもって出席に代えるこ

とができる。 

３ 総委員会の議決は、出席者又は回答者の３分の２以上の賛成を必要とする。 

 

   第６章 会計 

 

（会計） 

第１９条 本会の活動に必要な経費は、会費、寄付金、事業収益金及びその他をもってこれに充てる。 

 

（会費） 

第２０条 各一家庭 300円（×11か月）とする。 

 

（会計年度） 

第２１条 会計年度は、毎年４月 1日から３月３１日までとする。 

 

   第７章 その他 

 

（慶弔） 

第２２条 会員に慶弔がある場合は、別に定める慶弔規定により対応する。 

 

（選挙） 

第２３条 役員及び地域委員の選出は、選挙規定による。 

 

（規定） 

第２４条 規定については、運営委員会で協議のうえ決定する。 

 

   附 則（平成１４年３月改正） 

 上記の改正は、平成１４年４月１日から実施する。ただし、第９条第１項及び同条第３項の改正に

ついては、平成１５年度の役員の選出から適用する。 

 

［改正］ 

昭和６０年１２月１０日（一部）、平成３年１１月１５日（一部）、平成６年４月１日（一部（第 20

条））、平成９年５月１７日（一部）、令和７年３月（一部（第 20条））、令和７年 12月（一部） 


